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〔議第７５号〕 

   美濃加茂市福祉医療費助成に関する条例の一部を改正する条例について 

【議案書：１頁】 

◎ 改正の概要 

○ 法改正情報 

公布された法令 児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給

に関する法律施行令の一部を改正する政令（令和６年政

令第２５９号） 

条例改正に影響

する施行日 

令和６年１１月１日 

改正された法令 児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号） 

条例改正に影響

する条 

第２条の４ 

○ 条例改正趣旨 

児童扶養手当法施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行

令の一部を改正する政令が公布されたことから、所要の改正を行うもので

す。 

◎ 改正の主な内容 

〇 母子家庭等の母及び児童の定義改正（第２条関係） 

第２条第１項第４号イ中の引用する「施行令第２条の４第７項」を「施行

令第２条の４第６項」に、「施行令第２条の４第８項」を「施行令第２条の

４第７項」に改めます。 

〇 父子家庭の父及び児童の定義改正（第２条関係） 

第２条第１項第５号イ中の引用する「施行令第２条の４第８項」を「施行

令第２条の４第７項」に改めます。 

◎ 施行期日（附則） 

この条例は、令和６年１１月１日から施行します。 
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